
Public Relations Mifune Town, 2011.17 6
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問 税務課課税係　☎282‐1114

　

平
成
23
年
度
町
県
民
税
と
国
民
健
康
保

険
税
の
申
告
相
談
を
行
い
ま
す
の
で
、
各

地
区
の
相
談
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
申
告
は
、
平
成
22
年
１
月
か
ら
12

月
ま
で
の
収
入
・
所
得
を
申
告
す
る
も
の

で
す
。
申
告
を
し
な
い
と
、▽
所
得
証
明

書
や
課
税
証
明
書
な
ど
、
各
種
証
明
書
の

交
付
▽
保
育
園
入
所
や
町
営
住
宅
入
居
の

手
続
き
▽
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
保
険
料
の
減
額
措
置―

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
事
業
所

得
が
あ
っ
た
人

▽
給
与
以
外
に
収
入
が
あ
っ
た
人

▽
年
途
中
で
仕
事
を
退
職
し
て
、
再
就
職

し
て
い
な
い
人

▽
無
収
入
の
人

▽
営
業
、
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
事
業
所

得
は
、
す
べ
て
収
支
計
算
で
の
申
告

と
な
り
ま
す
。
作
成
さ
れ
た
収
支
内

訳
書
、
収
入
金
額
や
必
要
経
費
な
ど

の
分
か
る
書
類
、
領
収
書
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

な
お
、
収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て
い

な
い
人
は
、
順
番
待
ち
の
人
に
迷
惑

が
掛
か
り
ま
す
の
で
、
申
告
会
場
の

控
室
で
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
小
作
は
不
動
産
収
入
で
す
。
必
ず
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
確
定
申
告
書
を
熊
本
東
税
務
署
に
提
出

す
る
人

▽
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
が
済
ん
で
い

て
、
ほ
か
に
所
得
が
な
い
人

▽
株
や
土
地
の
譲
渡
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
、
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す

る
場
合
は
、
事
前
に
税
務
署
窓
口
や

電
話
で
十
分
に
説
明
を
聞
い
て
く
だ

さ
い
。
申
告
の
際
は
、
資
料
を
整
理

の
う
え
、
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

まもなく税の申告相談
早めの書類整理と準備

2月16日[水]

2月17日[木]

2月18日[金]

2月20日[日]

2月21日[月]

2月22日[火]

2月23日[水]

2月24日[木]

2月25日[金]

2月27日[日]

2月28日[月]

3月  1日[火]

3月  2日[水]

3月  3日[木]

3月  4日[金]

3月  7日[月]

3月  8日[火]

3月  9日[水]

3月10日[木]

3月11日[金]

3月14日[月]

3月15日[火]

期　日

申  告

行 政 区

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

事
業
所
得
の
申
告
方
法

申
告
の
必
要
が
な
い
人

税
務
署
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い

税務署ＮＥＷＳ

熊本東税務署では
確定申告センターを

まで開設します。
所得税、贈与税や消費税の申告が
必要な人はご利用ください。
なお、2月20日[日]・27日[日]は
休日の申告を行います。

▼受付時間
　 午前９時～午後４時

▼場　所
　熊本東税務署（熊本市東町）

▼駐車場
　駐車場がありません。公共交
通機関をご利用ください。

▼問い合わせ
　熊本東税務署
　☎３６９－５５６６

２月16日[水]～
３月15日[火]

Interview

申
告
期
間

受
付
時
間

場　
　

所

❶
印
か
ん

❷
給
与
収
入
や
年
金
収
入
が
あ
る
人 

↓ 

源
泉
徴
収
票

❸
営
業
、
農
業
や
不
動
産
の
収
入
が
あ
る
人

　

↓ 

収
支
内
訳
書

❹
生
命
保
険
料
控
除
や
地
震
保
険
料
控
除
が
あ
る
人

　

↓ 

支
払
保
険
料
の
控
除
証
明
書

❺
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人

　

↓ 

▽
障
害
者
手
帳
▽
療
育
手
帳
▽
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳
▽
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
（
介
護
保
険
係
で
発
行
。
詳
し
く
は
9
ペ
ー
ジ
を
参
照
）

❻
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人

　

↓ 

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書
と
計
算
し
た
明
細
書

❼
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人

　

↓ 

寄
附
し
た
団
体
な
ど
が
発
行
し
た
証
明
書
や
領
収
書

❽
所
得
税
の
振
替
納
税
を
す
る
人

　

↓ 

▽
申
告
す
る
本
人
の
金
融
機
関
の
通
帳
▽
通
帳
に
登
録
し
て
い
る
印
か
ん

❾
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
人

　

↓ 

申
告
す
る
本
人
の
金
融
機
関
の
通
帳

　御船町では昨年、約4,700人が所得税と町県民税の申告をし
ています。その内、町の申告会場では約3,200人が申告をしま
した。
　今年の申告は、なるべく待ち時間を解消するため、昨年の
申告状況を参考に行政区の日程を決めて、税務課職員６人で
対応します。そのため、決められた申告日にお越しください
ますようご協力ください。
　また、３階申告会場まで階段の昇り降りが不自由な人は、
１階税務課窓口で対応しますので、どうぞご利用ください。

※2月 18 日は、役場に税務署職員と税理士が来庁して、申告の応対をします。　
　株や土地の譲渡収入がある人は、この日をご利用ください。　　　　　　　　　　　　
休日申告（2月 20 日・27 日）は、平日に来られない人のための開設日です。

※
 

指
定
さ
れ
た
地
区
の
申
告
を
優
先
し
て
行
い
ま
す
の
で
、
指
定
日
以
外
の
申
告
は
、

多
少
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
な
お
、 

電
話
で
の
申
告
受
付
の
予
約
は
で
き
ま
せ
ん
。

申告に必要なもの
申告の日程

確定申告センターを開設

2
月
16
日[

水]

〜

3
月
15
日[

火]

税務課

松岡　博  課長
税務課

松岡　博  課長
税務課

松岡　博  課長

[

午
前]　

 

午
前

9
時
〜
11
時

申告は税務課職員6人で対応

[

午
後] 　

午
後

１
時
〜

3
時
30
分

役
場
３
階
大
会
議
室健軍消防署●

運輸支局●
●熊本東警察署

至熊本市 至益城町

の箇所は7：30～8：30まで
進入禁止

自衛隊病院●

熊本東税務署


